
- 1 - 

 

令和２年  第４回（９月） 筑紫野市議会定例会  

【建設環境常任委員会  委員長報告】 

 

『認定第７号 令和元年度筑紫野市農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算の認定』の件について、審査の経過と結果

をご報告いたします。 

執行部からは、令和元年度筑紫野市歳入歳出決算書及び 

委員会説明資料に基づく説明を受けました。 

委員会では、本事業が構造的に赤字である中、行政として

続ける意義はとの質疑があり、執行部からは、山間部、農山

村地域の生活環境向上のために開始された事業であり、市民

が安全で清潔な生活ができるよう環境整備をすすめてきた。

今後も経費節減に努めるなど、効率化を図っていきたいとの

答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって認定すべき 

ものと決しました。 

以上、報告を終わります。 
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認定第１１号及び認定第１２号の２件について、審査の経

過と結果をご報告いたします。 

まず、『認定第１１号 令和元年度筑紫野市水道事業会計剰

余金の処分及び決算の認定』の件について、ご報告いたしま

す。 

 執行部からは、令和元年度筑紫野市水道事業会計決算書、

及び委員会説明資料に基づく説明を受けました。 

 委員会では、給水原価が上がってきており、供給単価との

差が少なくなってきている。利幅が少ない中で営業していく

のは大変だと思うが対応はとの質疑があり、執行部からは、

平成２６年度に策定した水道ビジョンの中で、経費節減、施

設の共同化や適正配置、合理化をうたっている。今後も経営

の効率化を図っていきたいとの答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決及び認定すべきものと決しました。 

次に、『認定第１２号 令和元年度筑紫野市下水道事業会計

剰余金の処分及び決算の認定』の件について、ご報告いたし
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ます。 

執行部からは、令和元年度筑紫野市下水道事業会計決算書、

及び委員会説明資料に基づく説明を受けました。 

委員会では、下水道の整備面積について今回７．３ｈａと

なっているが今後の計画はとの質疑があり、執行部からは、

全体計画で最終的に下水道を整備すべき区域を定めており、

その中で事業計画として向こう５年間の整備面積を定めてい

るとの答弁がありました。  

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決及び認定すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 

議案第５２号から議案第５４号までの３件について、審査

の経過と結果をご報告いたします。 

まず、『議案第５２号 市道路線の認定』の件について、

ご報告いたします。 

本件は、大字筑紫の宅地開発に伴い、開発道路の整備が完
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了し、筑紫野市に帰属されたため市道路線として認定するも

ので、執行部から説明を受けながら、該当箇所の現地視察を

行いました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

次に『議案第５３号 市道路線の廃止』の件について、ご

報告いたします。  

本件は、筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に

より、路線番号９１３１号筑紫駅西口自歩道９号線を廃止す

るもので、執行部から説明を受けながら、該当箇所の現地視

察を行いました。 

質疑、討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

次に『議案第５４号 筑紫野市水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定』の件につ
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いて、ご報告いたします。  

本件は、令和２年４月１日に改正地方自治法が施行された

ことに伴い、引用条項を整理するため、当該条例の一部を改

正するものです。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。  

 

議案第５９号から議案第６１号までの３件について、審査

の経過と結果をご報告いたします。  

なお、『議案第５９号 令和２年度筑紫野市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）』の件、『議案第６０号 令和

２年度筑紫野市水道事業会計補正予算（第１号）』の件、及び

『議案第６１号 令和２年度筑紫野市下水道事業会計補正予

算（第１号）』の件については補正を行う理由が同一でありま

すので、一括してご報告いたします。 
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本予算の主な内容は、３事業ともに、コンビニエンススト

ア収納事務委託契約が、令和２年度で満了することから、令

和３年度及び令和４年度のコンビニ・スマートフォン決済収

納事業委託料として、債務負担行為の限度額を設定するもの

です。 

委員会では、現在のコンビニエンスストア収納の利用割合

について質疑があり、執行部からは、農業集落排水事業につ

いては約４％、上下水道事業については約６．１％であると

の答弁がありました。 

討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

 


